
仕 様 書 

 

１．共通事項： 

（１）本契約対象車両（以下「車両」という。）は、運転操作・点検整備が容易で、十分に耐久性

のあるものであること。 

（２）「道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）」に準拠し、使用する材料はＪ

ＩＳによるものを標準とする。 

（３）車両は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第６条の基本方針に基づ

く環境物品等（電動車等（ハイブリッド自動車含む））であること。 

（４）車両は、「低排出ガス車認定実施要領（平成１２年運輸省告示第１０３号）」の基準のう

ち、平成３０年基準排出ガス７５％低減レベル以上に適合するものであること。 

（５）納品に係る保管場所申請免除、保管場所証明、車両登録の申請等については、受注者が行

うものとする。 

（６）納車検査は、前記登録の完了後に行うものとする。 

（７）タイヤ交換、点検、修理等のためリース車両を移動する必要があるときは受注者が行うも

のとする。 

（８）受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最

終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライア

ンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した／努めた」

又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの各項目について、一

つ以上「実施した／努めた」にチェックを入れること。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記

録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管

理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切

な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

 

（９）この仕様書に明記されていない事項については発注者及び受注者双方協議して決定するも

のとする。 

 

２．契約件名：自動車賃貸借 

 

３．リース台数：１台 



 

４．リース期間：令和７年１０月１日から令和１２年３月３１日（５４ヶ月） 

                （月間推定走行距離 ２００㎞／月） 

 

５．借受場所：鳥取県境港市昭和町９－１ 境港港湾合同庁舎１階 

              水産庁境港漁業調整事務所 

 

６．リース車両仕様： 

タイプ ライトバン又はステーションワゴン（いずれもハイブリッド） 

排気量 1,500cc クラス 

車両重量 1,170kg 以下 

車高 1,525mm 程度 

ドア ５ドア 

定員 ５人 

シート ２列 

車体色 白またはシルバー系 

窓 前席パワーウインドウ 

変速装置 電気式無段変速機 

燃料 レギュラーガソリン 

最大荷室容量 870ℓ以上 

駆動方式 前輪駆動方式 

 

７．特別装備品： 

  車両に下記の装備品が標準装備されていない場合は装備するものとする。 

 （１）エアーコンディショナー                     １式 

 （２）ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）              １式 

 （３）ＳＲＳエアバックシステム（運転席・助手席）        １式 

 （４）集中ドアロック                             １式 

 （５）停止表示板                                 １式 

 （６）熱線入りリアウィンドウ               １式 

 （７）フロント間欠ワイパー                １式 

 （８）リアワイパー                    １式 

 （９）電動格納ミラー                             １式 

 （10）サイドバイザー（前・後方）                 １式 

 （11）サンバイザー                    １式 

 （12）フロアーマット                             １式 

 （13）スペアタイヤ（タイヤ応急修理キット可）       １式 

 （14）標準工具                                    １式 



 （15）バックモニター付きカーナビゲーション           １式 

 （16）ドライブレコーダー                                  １式 

 （17）ＥＴＣ車載器                                １式 

 （18）スタッドレスタイヤ（ホイール付き）         １式 

 （19）車両取扱説明書                                      １式 

 （20）ラゲージマット                                      １式 

 （21）検知機能付き衝突回避支援装置                        １式 

 

８．リース項目 

 （１）車両代 

 （２）登録諸費用 

 （３）自動車諸税 

 （４）自動車賠償責任保険料 

 （５）車検費用、法定点検整備費用（６ヶ月ごと） 

 （６）定期点検整備費用及び整備のために必要な消耗品の補充及び交換 

 （７）一般修理費（タイヤパンク修理含む。事故による修理は含まない。） 

 （８）タイヤ脱着交換（ラジアルタイヤ、スタッドレスタイヤとも各シーズン毎。 

             バランス調整含む。） 

 （９）オイル交換（オイルエレメント含む。） 

 （10）バッテリー交換（必要回数。） 

 （11）代車費用（車検、点検、整備、故障及び修理の期間中。） 

 

 

 



 

 

様式 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書 

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 



 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆

肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定

期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄など

に努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的

に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 

 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 



 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に

関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

カ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及

び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説

書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関

係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 



 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

 


